
◎全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律
（平成一四年六月一二日法律第六四号）　　

一、提案理由（平成一四年四月二日・参議院国土交通委員会）

○国務大臣（扇千景君）　ただいま議題となりました全国新幹線鉄道整備法の一部を改

正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

　その提案理由及び要旨を御説明申し上げますけれども、この新幹線鉄道は、昭和三十

九年、東海道新幹線の開業以来、これまで五路線が開業し、我が国の基幹的大量高速輸

送機関として国民生活及び国民経済にとって欠くことのできない輸送サービスを提供し

ており、世界的にもその安全性、信頼性、高速性が高く評価されているところです。こ

のように我が国が世界に誇る財産とも言えるこの新幹線鉄道による安定的な輸送を将来

にわたり確保していくことは、交通政策における重要な使命であると考えております。

　現在営業中の新幹線鉄道のうち、東海道新幹線は、既に開業から三十七年を経過し、

開業五十年を迎える十五年後ごろには土木構造物の大規模な改修工事を集中的に行う必

要性が指摘されており、その費用も巨額なものになると予測されています。また、東海

道新幹線以外の路線についても、将来同様の大規模な改修が必要となることが予想され

ます。新幹線鉄道は、輸送量、サービス水準の両面において他の輸送機関によって代替

し得ない、我が国にとって掛け替えのない公共交通インフラであり、その安定的な輸送

を将来にわたって確保するためには、将来必要となる大規模改修に向けて万全の備えを

行っていく必要があります。

　このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第でございます。

　次に、その要旨を御説明申し上げます。

　第一に、新幹線鉄道の大規模改修の実施に要する費用の支出に備えるため、国土交通

大臣は、新幹線鉄道を所有し、営業を行う法人であって、新幹線鉄道大規模改修引当金

を積み立てることが必要かつ適当であると認めるものを指定することができることとし、

指定を受けた法人は、国土交通大臣の承認を受けた引当金積立計画に従い、新幹線鉄道

大規模改修引当金を積み立てなければならないこととしています。

　なお、指定を受けた法人が新幹線鉄道大規模改修引当金として積み立てる額について

は、別途、租税特別措置法において、法人税の計算上損金算入が認められることになっ

ています。

　第二に、新幹線鉄道の大規模改修の円滑な施工を図るため、新幹線鉄道を所有し、営

業を行う法人が大規模改修実施計画を作成し、国土交通大臣の認定を受けた場合には、

大規模改修工事に係る鉄道事業法上の手続の特例を認めることとしております。

　以上が、この法律案の提案理由及び要旨です。

　この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議のほどをよろしくお願い申し上げ

ます。

　ありがとうごさいました。



二、参議院国土交通委員長報告（平成一四年四月五日）

○北澤俊美君　ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。

　本法律案は、新幹線鉄道を所有し、かつその営業を行う法人が実施する新幹線鉄道の

大規模改修の円滑化を図るため、当該法人のうち国土交通大臣が指定するものは、大規

模改修の実施に要する費用の支出に備えるための新幹線鉄道大規模改修引当金を積み立

てなければならないこととする等の措置を講じようとするものであります。

　委員会におきましては、法改正の趣旨、引当金の積立てを必要とする所有営業主体の

指定の基準、新幹線施設の劣化状況に関する調査結果の公開、通常の補修と大規模改修

の違い、改修工事費の算定方法、引当金の運用方法、改修工事について住民理解を得る

ための努力等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いま

す。

　質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して大沢委員より本法律

案に反対する旨の意見が述べられました。

　次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定をい

たしました。

　なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。

　以上、御報告申し上げます。

○附帯決議（平成一四年四月四日）

　政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾

なきを期すべきである。

一、所有営業主体の指定に必要な土木構造物の実態把握を行い、その結果を公表するこ

と。

二、ライフサイクルコストにも留意した適切な保守、管理等を行うことにより、長期間

にわたり土木構造物の適正な利用状態を維持するよう、指導すること。特に、今後予

想される大規模地震等の災害に対し、適切な措置を講ずるよう、指導すること。

三、必要かつ十分な新幹線鉄道大規模改修引当金積立計画にするため、算定根拠を明ら

かにして、その審査、承認を行うこと。

四、指定を受けた所有営業主体が、引当金制度を活用し、新幹線鉄道の利用者の負担の

軽減及び平準化に努めるよう、指導すること。

五、現在工事中の整備新幹線及び今後予定される大規模改修工事においては、工事施行

責任の一層の明確化を図るとともに、工事終了時には竣工確認を徹底するよう、指導

すること。

六、大規模改修工事の実施に当たっては、沿線住民に対し十分な説明を行うとともに、

その意見に事業者が適切に対応するよう、指導すること。



　右決議する。

三、衆議院国土交通委員長報告（平成一四年六月四日）

○久保哲司君　ただいま議題となりました全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律

案につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

　本案は、新幹線鉄道を所有し、営業を行う法人が実施する新幹線鉄道の大規模改修の

円滑化を図るため、所要の措置を講じようとするものであります。

　その主な内容は、

　第一に、新幹線鉄道の大規模改修の実施に要する費用の支出に備えるため、国土交通

大臣は、新幹線鉄道を所有し、営業を行う法人であって、新幹線鉄道大規模改修引当金

を積み立てることが必要かつ適当であると認めるものを指定することができること、

　第二に、指定を受けた法人は、国土交通大臣の承認を受けた引当金積立計画に従い、

新幹線鉄道大規模改修引当金を積み立てなければならないこと、

　第三に、新幹線鉄道を所有し、営業を行う法人が大規模改修実施計画を作成し、国土

交通大臣の認定を受けた場合には、大規模改修工事に係る鉄道事業法上の手続の特例を

認めること

などであります。

　本案は、参議院先議に係るもので、去る五月二十八日本委員会に付託され、翌二十九

日扇国土交通大臣から提案理由の説明を聴取し、三十一日質疑に入り、大規模改修工事

の内容及び費用、大規模改修引当金の額等について議論が行われました。同日質疑を終

了し、討論を行い、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきもの

と議決した次第であります。

　なお、本案に対し附帯決議が付されました。

　以上、御報告申し上げます。

○附帯決議（平成一四年五月三一日）

　政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを

期すべきである。

一　新幹線鉄道が我が国の基幹的大量高速輸送機関であることに鑑み、所有営業主体が

大規模改修工事を実施するに際しては、新幹線鉄道の運行に極力影響を与えないよう

指導すること。

二　大規模改修工事の実施に当たっては、事業者が沿線住民に対し十分な説明を行うと

ともに、その意見に適切に対応するよう指導すること。

三　東海道新幹線以外の新幹線鉄道について、大規模改修工事に関し、開業からの年数、

運行実績等を踏まえ、必要な検討を行うこと。

四　新幹線鉄道大規模改修引当金積立計画の承認に際しては、厳正なる審査を行うこと。

五　新幹線鉄道について、安全かつ安定的な輸送を確保するため、大地震等の災害対策、



事故防止等のため適切な措置をとるよう指導すること。

六　新幹線鉄道の維持管理に係る技術開発の推進に努めるとともに大規模改修の実施に

当たっては施工管理及び竣工確認の徹底を図るよう指導すること。


